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定 例 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査対象部署 産業未来部 エコロジー推進課 

２ 監査実施日 平成 31年２月 18日 

３ 監査実施場所 監査委員室 

４ 監査の範囲 平成 30年度の財務に関する事務及び事業の管理全般 

５ 監査の執行者 監査委員 小栗  厳 

         監査委員 杉林 憲治 

６ 監査の実施手続 

  あらかじめ必要と認めた事項を記した監査資料，関係する管理資料，申請書類及び執行

手続書類並びに台帳等の提出を求め，事務局職員により，その内容の照合，検算，通査等

の予備監査を行った。 

  また，監査当日は，産業未来部長ほか関係職員の同席の下，課長から監査資料に基づき

事務事業の執行状況等を聴取するとともに，質疑を交わした。 

７ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が，関係法令に基づき適正かつ効率

的，合理的に行われているかを主眼として，監査を実施した。 

監査の主な着眼点は，次のとおりである。 

（１）収入及び支出事務は関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（２）契約事務は関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（３）財産の管理は適正に行われているか。 

（４）施設の維持管理は適正に行われているか。 

（５）公金の取り扱いは適正に行われているか。 

（６）行政文書は適正に管理されているか。 

（７）前回の監査で指摘した事項は適正に改善されているか。 

８ 監査の結果 

  予算執行状況，財産の管理状況，事務事業の管理状況，安全対策及び過年度指摘事項の

項目については，おおむね良好に執行がなされているものと認められた。 

  また，事務処理上にわたる注意事項については，監査の過程において当事者に指示した

ので本書には省略した。 



  

定 例 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査対象部署 市民共創部 こども家庭課，認定こども園だいいち，はつらつ協働課 

２ 監査実施日 平成 31年２月 18日 

３ 監査実施場所 監査委員室 

４ 監査の範囲 平成 30年度の財務に関する事務及び事業の管理全般 

５ 監査の執行者 監査委員 小栗  厳 

         監査委員 杉林 憲治 

６ 監査の実施手続 

  あらかじめ必要と認めた事項を記した監査資料，関係する管理資料，申請書類及び執行

手続書類並びに台帳等の提出を求め，事務局職員により，その内容の照合，検算，通査等

の予備監査を行った。 

  また，監査当日は，市民共創部長ほか関係職員の同席の下，課長等から監査資料に基づ

き事務事業の執行状況等を聴取するとともに，質疑を交わした。 

７ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が，関係法令に基づき適正かつ効率

的，合理的に行われているかを主眼として，監査を実施した。 

監査の主な着眼点は，次のとおりである。 

（１）収入及び支出事務は関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（２）契約事務は関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（３）財産の管理は適正に行われているか。 

（４）施設の維持管理は適正に行われているか。 

（５）公金の取り扱いは適正に行われているか。 

（６）行政文書は適正に管理されているか。 

（７）前回の監査で指摘した事項は適正に改善されているか。 

８ 監査の結果 

  次に記載する「意見・要望及び指摘事項」以外の予算執行状況，財産の管理状況，事務

事業の管理状況，安全対策及び過年度指摘事項の項目については，おおむね良好に執行が

なされているものと認められた。 

  また，細部指摘事項及び事務処理上にわたる注意事項については，監査の過程において

当事者に指示したので本書には省略した。 



  

（１）意見・要望及び指摘事項 

◆意見・要望 

＜こども家庭課＞ 

   ひとり親就労支援制度は，ひとり親家庭の親が，就業に結びつきやすい資格取得の受

講料等を支援し自立をサポートするものであるが，現状の利用状況を検証し，制度が広

く浸透して利用しやすい方策となるよう検討されたい。 

 

  ＜はつらつ協働課＞ 

   地域公共交通手段の一つであるバス路線の運行事業は，利用者ニーズの把握や利用実

態の分析を反映した業務運営に努めているが，経費は固定化してきている。 

さらに，生活環境や地域の特性も含めた新たな手段として，多様な輸送サービスの導

入を試みるなど，利用者ニーズとコストや公的負担を検証し，真に有効な地域公共交通

となるよう効率的・効果的な行政サービスに努められたい。 

 


